
1.現行の就業規則を確認

貴社の就業規則には ｢業務上の都合による

休日の振り替え｣ や ｢業務上の都合による始

業・終業時刻の繰り上げ, 繰り下げ｣ といっ

た規定はありますでしょうか｡ これらの規定

は, 業務上の都合に基づいて臨時的に適用す

るものであって労働条件そのものを変更する

わけではありませんので, こうして事前に労

働者へ通知することで, それぞれ実施するこ

とが可能になります｡

ただし, この場合でも法定労働時間の規制

がありますので, 休日を振り替えることで週

６日労働とした結果, 週の労働時間が40時間

を超えた場合には, その超えた時間について

割増賃金を支払う必要があります｡ また, 平

日の稼働時間を短縮した時間分, 土曜日につ

いて８時間を超える所定労働時間を設定する

こともできません｡

そうしますと, より効果的な対処方法を別

途検討する必要がありそうです｡

2.労働時間制度と休日の枠組みの見直し

まず, 弾力的な労働時間制度として, 変形

労働時間制の導入が考えられます｡

�１カ月単位の変形労働時間制

この制度は, １カ月以内の一定の期間を平

均して１週間の労働時間が法定労働時間を超

えない範囲において, 特定の週および特定の

日については法定労働時間を超える労働が可

能となるものです｡ 例えば, ある日の労働時

間は５時間とする一方で, 土曜日を９時間労

働と設定することも可能となります (なお,

設定できる１日の労働時間に上限はありませ

ん)｡

この制度を導入するためには, 労使協定ま

たは就業規則等によって所定の事項を定める

必要があります (編注：１カ月・１年単位の変形

労働時間制の導入については, 第3759号－09.10. 9

で解説しています)｡

�１年単位の変形労働時間制

基本的な考え方は１カ月単位の変形労働時

間制と類似していますが, この制度の場合は,
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１日の労働時間の上限が10時間となる等の違

いがあります｡

｢１カ月を超え１年以内の期間｣ を変形労

働の対象とすることができますので, 例えば

６カ月単位ということも可能ですが, １カ月

単位の変形労働時間制と違い, 比較的長期間

のカレンダーをあらかじめ策定するという点

で運用が窮屈な面もあります｡

この制度を導入するためには, 所定の事項

を労使協定で定めなければなりません｡

�休日の設定

ところで, 休日については, 現状週２日と

いうことですが, 労働基準法で義務づけられ

ている休日は毎週少なくとも１回であること

から, 必ずしも週休２日とする必要はありま

せん｡ また, ｢４週間を通じ４日以上の休日｣

という変形休日制を採用することも可能です

が, この場合は就業規則等で４週間の起算日

を明らかにすることが必要です｡

このように, 変形労働時間制と組み合わせる

ことで, 週休１日かつ週40時間超の所定労働

日・労働時間を設定することも可能となります｡

3.労働条件の変更

以上のような対応策が考えられるわけです

が, 労働時間制度や休日を変更するというこ

とは, 労働条件の変更を意味します｡

この点, 労働条件の変更については, ｢労

働者及び使用者は, その合意により, 労働契

約の内容である労働条件を変更することがで

きる｣ (労働契約法８条) とされ, 個別合意

が要件となっています｡ また, 導入しようと

している制度について就業規則に定めがない

場合には, 個別合意だけでなく就業規則を変

更することも必要となります｡

なお, 就業規則に定めがある場合は, 個別

合意までは要しないと解されるものの, 労働

時間や休日という重要な労働条件に係る変更

であることから, 十分な事前説明が求められ

るところです｡ いずれにしましても, 適正な

手続き・手順を踏むことが重要です｡

4.本問における労働条件変更の手続き

では, 就業規則に定めがないという前提で

労働条件変更の手続きをみていきます｡

労働条件の変更に当たっては上記の通り個

別合意が原則であり, そのうえで就業規則を

変更することになります｡ ただし, 就業規則

の変更が合理的であって (合理的であるかど

うかについては, 労働者の受ける不利益の程

度, 労働条件の変更の必要性, 変更後の就業

規則の内容の相当性, 労働組合等との交渉の

状況等を勘案して判断), かつ, 変更後の就

業規則を労働者に周知させているという状況

にあっては, 労働者と合意することなく労働

条件を変更することができます (労働契約法

10条)｡

この点, 今回のケースでは変更しようとす

る理由が明白であり, その必要性も労働者が

承知し得るところと思われることからしても,

その変更する理由自体はやむを得ない合理的

なものであると考えられます｡ また, ｢週の

労働時間の維持｣ が目的であるとすれば, 一

概に不利益の大きい変更ともいえません｡

以上のことから, ご質問の場合においては,

個別合意まではせずとも, 変更の趣旨等を事

前に説明したうえで就業規則を変更するとい

う手続きも許容される余地はあると考えます｡

しかし, これはあくまで例外的な対応方法で

すので, 原則として個別合意を要することに

は十分ご留意ください｡

編注：労働条件の変更については, 第3745号－09.

3.13 ５～９ページの解説もご覧ください｡
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